
　○地方消費税交付金（社会保障財源）　　１１３，７４０千円427,986 千円

　○地方消費税交付金（社会保障財源）の充当対象事業費　　 6,716,289 千円

国庫
支出金

県
支出金

その他
地方消費税

交付金
（社会保障分）

その他

障がい者自立
支援給付費 1,333,160 654,681 327,341 0 35,441 315,697

生活等扶助費 704,731 523,362 3,741 2,786 17,647 157,195

学童保育運営
等補助金 122,859 40,953 40,953 0 4,133 36,820

こども園等委
託料 954,690 126,178 78,888 211,849 54,279 483,496

小中学生医療費扶助費 94,223 0 0 10,840 8,416 74,967

介護保険事業 985,798 7,550 3,775 0 98,356 876,117

国民健康
保険事業 534,715 69,588 232,825 0 23,447 208,855

後期高齢者
医療事業 1,003,206 0 125,777 0 88,561 788,868

病院事業 786,300 0 5,705 0 78,787 701,808

各種予防
接種委託料 108,600 0 0 0 10,961 97,639

各種がん
検診委託料 88,007 51 0 9,132 7,956 70,868

6,716,289 1,422,363 819,005 234,607 427,986 3,812,328

【歳　入】

社
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祉
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険

　平成26年4月1日より、消費税率が５％から８％へ引き上げられ、引上げ分の地方消費税
収（地方消費税交付金を含む。）については、「消費税法第１条第２項に規定する経費その
他社会保障施策（社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。）に要する経費に
充てるものとする。」旨地方税法に明記されています。
　本市では、平成28年度に交付された地方消費税交付金（社会保障財源）を下記の経費に充
当しましたので明示します。

平成28年度橋本市における地方消費税交付金（社会保障財源）の充当経費

　平成28年度における地方消費税交付金（社会保障財源）の充当対象事業及び充当経費
については、下表のとおりです。

事　業　名
（対象経費名）

事業費
（経費）

特 定 財 源

保
健
衛
生

合　計

【地方消費税交付金（社会保障財源）充当事業一覧】

【歳　出】

一 般 財 源

財　源　内　訳

（単位：千円）

 


